
12広報はつかいち平成 年 月号

　

初
度
検
査
年
月
日
が
平
成　

年

月

日
か
ら
平
成　

年

月　

日
ま
で
の
三
輪

お
よ
び
四
輪
の
軽
自
動
車

排
出
ガ
ス
性

能

燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小

さ
い
も
の

は

平
成　

年
度
分
の
軽
自

動
車
税
に
限
り

グ
リ

ン
化
特
例

軽

課

を
適
用
し
ま
す

市の所有する土地を次のよう売却します。
■一般競争入札の売却物件（表 ）
　市が定める予定価格（最低売却価格）以上で、最高価額の入札者に売却します。
申込資格　個人および法人
配布期間　 月 日 ～ 日
受付期間　 月 日 ～ 月 日 時～ 時 分（閉庁日は除く）
入札日時　 月 日 時～
入札場所　市役所 階 会議室
表 　 物件

入札保証金
（円）

予定価格
（円）

予定面積
　地目所在・地番物件

番号 坪平方メートル
， ，， ，， ．， ．宅地大野二丁目 番 　外入札

受付場所　市役所 階用地管財課
申込方法　詳細は、用地管財課に備え付けまたは市ホームページのトップページ「募集」のう
ち「一般競争入札による市有地の売却」欄を確認の上、指定の用紙で申し込んでください。

問
合
せ
 
用
地
管
財
課緯運 市有地を売却します
問
合
せ
 
課
税
課緯運 軽自動車税の税率変更■軽自動車のうち三輪のものおよび四輪以上のもの（軽四輪車など）の税率（年税額）

税率（年税額）

車種区分 初度検査年月から
年を超える

車両（重課税率）

初度検査年月日が
H ．．
以降の車両

初度検査年月日が
H ．． までで、
初度検査年月から
年目までの車両

， 円， 円， 円三輪
軽
自
動
車

， 円， 円， 円四輪貨物営業用
， 円， 円， 円四輪貨物自家用
， 円， 円， 円四輪乗用営業用
， 円， 円， 円四輪乗用自家用

■原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率（年額）
税率（年税額）車種区分

， 円cc以下

原動機付自転車
， 円cc超 cc以下
， 円cc超 cc以下
， 円ミニカー
， 円農耕用

小型特殊自動車
， 円その他
， 円cc以下二輪の軽自動車
， 円cc超二輪の小型自動車

平
成　
年
度
か
ら
の
税
率

年
額

は

次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す

納
税
通
知
書
は

月
に
送
付
し
ま
す

軽
自
動
車
税
は
毎
年

月

日
時
点
で

登
録
の
あ
る
車
両
に
対
し
て

年
間
分
の
年
税
額
を
課
税
し
ま
す

■　三輪および四輪の
　　軽自動車のグリーン化特例（軽課）

税率（年税額）
ウイア車種区分
， 円， 円， 円三輪

軽
自
動
車

， 円， 円， 円四輪貨物
営業用

， 円， 円， 円四輪貨物
自家用

， 円， 円， 円四輪乗用
営業用

， 円， 円， 円四輪乗用
自家用

三輪および四輪の軽自動車に
グリン化特例軽課が

適用されますア　電気自動車・天然ガス軽自動車（平
成 年排出ガス ％低減）

イ　【乗用】　平成 年排出ガス基準
　　　 ％低減達成（★★★★）かつ平

成 年度燃費基準＋ ％達成車
　　【貨物用】　平成 年排出ガス基準

％低減達成（★★★★）かつ平
成 年度燃費基準＋ ％達成車

ウ　【乗用】　平成 年排出ガス基準　　
％低減達成（★★★★）かつ平
成 年度燃費基準達成車

　　【貨物用】　平成 年排出ガス基準　
％低減達成（★★★★）かつ平
成 年度燃費基準＋ ％達成車

※（イ）、（ウ）は、揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載

繋
初
度
検
査
年
月

は
自
動
車
検
査
証
の
上

段
の

初
度
検
査
年
月

欄
に
記
載

罫
平
成　
年
度
に
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
る
車

両
は

初
度
検
査
年
月
が
平
成　
年
以
前
の

車
両
で
す
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I n f o r m a t i o n
問
合
せ
 
消
防
本
部
警
防
課緯運 消防団員募集
さらに広がる公共下水道

■
融
資
あ

せ
ん

使
用
料

負
担
金

分
担
金　

下
水
道
課

経
営
管
理
係緯荏
　

■
下
水
道
へ
の
切
り
替
え

排

水
設
備
の
工
事　

下
水
道
課
普
及
係緯運
　

■
処
理

区
域　

下
水
道
課
維
持
管
理
係緯荏

　

公
共
下
水
道
は

台
所
や
風
呂

ト
イ

レ
な
ど
で
使

た
水
や
工
場
な
ど
か
ら
の

廃
水
を
集
め

処
理
場
で
き
れ
い
に
し
て

放
流
し

河
川
や
海
の
水
質
を
守
り
ま
す

　

ま
た

悪
臭
や
ハ
エ
・
蚊
な
ど
の
発
生

源
と
な
る
ど
ぶ
川
が
き
れ
い
に
な
る
な
ど

わ
た
し
た
ち
の
健
康
で
快
適
な
暮
ら
し
を

支
え
る
大
切
な
施
設
で
す

廿
日
市
処
理
区　

約

ヘ
ク
タ

ル

　

約

ヘ
ク
タ

ル

佐
伯
処
理
区　

約

ヘ
ク
タ

ル

　

約

ヘ
ク
タ

ル

大
野
処
理
区　

約

ヘ
ク
タ

ル

　

約

ヘ
ク
タ

ル

※　

内
は

全
体
区
域
面
積

　

処
理
区
域
は

次
の
と
こ
ろ
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す

●
廿
日
市
処
理
区

佐
伯
処
理
区

大
野

処
理
区　

下
水
道
課

廿
日
市
衛
生
セ

ン
タ

内緯荏●佐伯処理区　佐
伯
支
所
佐
伯
管
理
課

緯演　

新
た
に
処
理
区
域
と
な
る
地
区
で

現

在

浄
化
槽
を
使

て
い
る
場
合
は
速
や

か
に
廃
止
し
て

公
共
下
水
道
へ
接
続
し

て
く
だ
さ
い

　

ま
た

く
み
取
り
便
所
は

年
以
内

に
水
洗
便
所
に
改
造
し
て
公
共
下
水
道
へ

接
続
し
て
く
だ
さ
い

　

な
お

こ
の
区
域
で
は

新
た
に
浄
化

槽
や
く
み
取
り
便
所
を
設
置
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん

　

公
共
下
水
道
へ
接
続
す
る
と
き
に
必
要

な
排
水
設
備
の
工
事
は

市
が
指
定
し
た

下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
で
行

て

く
だ
さ
い

　

指
定
工
事
店
以
外
で
の
工
事
や
無
届
け

工
事
は
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
で
下
水
道
に

接
続
す
る
た
め
の
宅
地
内
の
設
備
を
改
造

す
る
た
め
の
工
事
費
を
一
時
に
負
担
す
る

こ
と
が
困
難
な
人
に

融
資
あ

せ
ん
制

度
が
あ
り
ま
す

工
事
の
申
し
込
み
の
際

に

指
定
工
事
店
へ
あ

せ
ん
の
条
件
な

ど
に
つ
い
て
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
が
完
了
し

下

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
と

下
水
道
使

用
料

を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

こ

れ
は

下
水
道
管
の
清
掃
や
補
修
を
は
じ

め

終
末
処
理
場
や
汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場

の
運
転

施
設
の
維
持
管
理
費
用
と
し
て

使
わ
れ
ま
す

　

公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と

土
地

の
所
有
者
な
ど
の
利
益
を
受
け
る
人

受

益
者

は

汚
水
施
設
整
備
費
の
一
部
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

　

平
成　

年

月
か
ら

次
の
区
域
の
一

部
が

受
益
者
負
担
金

佐
伯
処
理
区
の

場
合
は
受
益
者
分
担
金

の
賦
課
対
象
区

域
と
な
り
ま
す

　

こ
の
土
地
所
有
者
に
は

月
下
旬

月
上
旬
に
受
益
者
の
申
告
書
な
ど
を
郵

送
し
ま
す

申
告
書
に
記
載
し
て
あ
る
提

出
期
限
ま
で
に
必
要
な
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い

提
出
先　

下
水
道
課
廿
日
市
衛
生
セ
ン
タ

内

対
象
区
域

●
廿
日
市
処
理
区　

駅
前

城
内
一

三

丁
目

串
戸
三
・
四
丁
目

宮
内
一
丁

目

宮
内

字
新
屋
敷

字
砂
原

字

針
田

字
河
田

地
御
前
三

五
丁

目

地
御
前
北
三
丁
目

六
本
松
二
丁

目

阿
品
三
丁
目
の
各
一
部

●
佐
伯
処
理
区　
河
津
原

字
上
中
山
谷

字

下
中
山
谷

字
中
山

字
下
中
組

の
各
一
部

●
大
野
処
理
区　

前
空
二

四
丁
目

物

見
東
一
丁
目

塩
屋
一
・
二
丁
目

沖

塩
屋
一
丁
目

大
野

字
陣
場

字
沖

筏
津

字
筏
津

字
郷

大
野
原
三
・

四
丁
目

大
野
中
央
二
丁
目

上
の
浜

一
丁
目
の
各
一
部

■ 
公
共
下
水
道
処
理
区
域
の
広
が
り

■ 
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え

■ 
排
水
設
備
工
事
は
指
定
工
事
店
で

■ 
融
資
あ

せ
ん
制
度

■ 
下
水
道
使
用
料

■ 
受
益
者
負
担
金

分
担
金

消防団　地域に密着した防災機関として、火災の消火活
動や、地震・風水害など、災害の予防広報などを行い
ます。地域住民の生命財産を守る重要な役割を担い、
地域防災の中核として幅広い活動を行っています。

消防団員の身分　非常勤特別職の地方公務員
入団資格　廿日市市内に在住または勤務する１８歳以上の
人（男女問わず）

入団後の処遇　活動に対する報酬および災害または訓練
に参加した際の出勤手当

消防団サポート事業　消防団員がサポート事業の協賛店
で飲食や物品購入をした際、消防団員証を掲示すれば、
料金の割引などのサービスを受けることができます。

入団の申込み　廿日市消防署、大野消防署、宮島消防署、
廿日市消防署佐伯分署、廿日市市役所吉和支所まで

　
消
防
団
は

自
分
の
ま
ち
は

自
分
で
守
る

と
い
う
使

命
感
の
も
と

地
域
の
防
災
リ

ダ

と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す

消
防
団
員
の
年
齢
層
は
幅
広
く

普
段
は
自
営
業
者

サ
ラ
リ

マ
ン

主
婦
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
で
活
躍
さ
れ

て
い
ま
す

　
近
年

大
地
震
・
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
も
多
発
し

地

域
の
防
災
の
要
と
な
る
消
防
団
活
動
は
一
層
重
要
と
な

て

い
ま
す

　
地
域
に
貢
献
し
た
い
人

何
か
初
め
て
み
た
い
と
考
え
て

い
る
人
の
入
団
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す


